
都市計画法（抜粋） 

（昭和四十三年六月十五日）（法律第百号） 

 

（都市計画の案の縦覧等） 
第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土
交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決
定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しな
ければならない。 
２ 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦
覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るもの
にあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出するこ
とができる。 
３ 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を
得なければならない。 
４ 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促
進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的と
する権利を有する者の意見を聴かなければならない。 
５ 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を
得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、こ
の限りでない。 
 
（市町村の都市計画の決定） 
第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれ
ていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会）の議を経て、都
市計画を決定するものとする。 
２ 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計
画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨
を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 
３ 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画（都市計画区域について
定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市
計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限
る。）を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 
４ 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道
府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行う
ものとする。 
５ 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村
に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 
 
（都市計画の変更） 
第二十一条 都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、
第六条第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第十三条第一項第
二十号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊
休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、そ
の他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければな
らない。 
２ 第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更（第十七条、第十八条
第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については、政令で定める軽易な
変更を除く。）について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更
については、第十七条第五項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と
読み替えるものとする。 


